
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知市民憲章推進協議会助成金制度 

～ 令和８年度（2026年度）版 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知市民憲章推進協議会 

 

皆さんの市民憲章運動に関わる活動を応援します。 

～市民主体の住みやすい高知市の実現のために～ 



  

 

高知市民憲章 

 

 

澄みきった空 輝く太陽 広い海 緑の山々 

 

この美しい山河に、わたしたちの先人は、自由民権の思想を開花させました。それは近代

日本のこころのふるさとでもあります。 

わたしたちは、いま、この貴重な先人の遺産のうえに、さらに豊かで明るい市民生活をき

ずきあげるため、みんなで手をとりあって前進します。 

ここに、わたしたち市民の自治と自律のさだめとして、この高知市民憲章を制定します。 

 

１． 鏡川を清潔なまちのシンボルにしましょう。 

１． 世界をむすぶ高い文化と教養のまちにしましょう。 

１． たがいに親切にし、あたたかい社会をつくりましょう。 

１． 健康で働き、豊かなまちにしましょう。 

１． 交通ルールをまもり、事故のない安全なまちにしましょう。 

 

 

 

高知市民憲章推進協議会は、 

昭和 44年の結成以来５つの憲章文に 

のっとり、高知市を住みよいまちにするための 

様々な啓発事業を展開しています。 

これらの事業は、町内会をはじめとする 

団体、個人、企業の皆様からの賛助金 

ならびに協力金によって成り立っています。 

 

 

 

市民憲章イメージキャラクター 

けんしょうくん 
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～はじめに～ 
 

 

 

＜高知市民憲章推進協議会助成制度の創設＞ 

高知市民憲章推進協議会では、市民憲章が制定されて以後、市民憲章の精神が広く市民の皆様

に浸透するよう、さまざまな主催・共催事業に取り組んでまいりました。 

これまで以上に日常生活の中で市民憲章の精神が実践されるには、わたしたち高知市民憲章推

進協議会が啓発事業を行うことに加え、市民の皆様の自発的な実践活動を支援する必要があると

考えております。 

平成 20年度には「市民清掃活動支援協賛金」を新設し、企業のご協力を得て可燃・不燃ごみ袋

を作製し、七河川一斉清掃や町内会清掃など市民の皆様による「美しいまちづくり」活動を物的

に支援いたしております。 

しかしながら、このような環境美化活動以外の実践活動については支援できていないのが現状

でした。 

そこで、平成 21 年に、市民憲章の精神に基づいた活動に取り組まれている団体に対して、そ

の活動を一層充実していただく一助となるよう「高知市民憲章推進協議会助成制度」を創設しま

した。 

経済的支援を行うことにより、様々な団体に、市内のいろいろな場所で、いろいろな形の市民

憲章運動を実践していただけるものと期待しています。 

 

 

受付期間  助成金額 

令和８年１月21日（水） 

～２月12日（木） 

 １団体当たり、上限５万円 

※１ 予算枠に限りがあります。 

※２ 飲食費には使用できません。 

 

 

 

  

 

高知市民憲章推進協議会事務局 
（高知市 市民協働部 地域コミュニティ推進課内） 

〒780-8571  高知市鷹匠町２丁目１番43号 

高知市役所たかじょう庁舎２階 

Tel ：088-823-9080  

Fax：088-824-9794 

【受付時間】 月～金／8：30～17：15（土日・祝日・振替休日等は休み） 

申請受付・お問合せ先 

たかじょう庁舎2F 

地域コミュニティ推進課 
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皆さんの市民憲章運動に関わる活動を応援します！ 
 

 高知市民憲章推進協議会では、市民の自治と自律のさだめとして制定された高知市民憲章
を自発的に取り組まれているみなさんの実践活動に対して、必要な経費の一部を助成金とし
て交付します。 
 
 助成金を希望される団体は、下記のとおりご応募ください。 
 

１ 助成の対象となる事業・応募枠 
 

  令和８年５月下旬以降に着手し、令和９年３月31日までに完了する以下の事業を対象とします。 

 

【対象事業】 

① 高知市の美しい自然や環境を守り育てる事業 

② 地域の文化、歴史、芸術、又はスポーツの振興を図る事業 

③ 地域の交流や親睦を促進する事業や地域福祉の向上に関する事業 

④ 子どもの心身の健やかな成長を願う事業 

⑤ 市民の健康増進に寄与する事業 

⑥ 安心・安全なまちづくりに関する事業 

⑦ その他市民憲章運動の推進に寄与すると認められる事業 

 

 ■ 対象としない事業 

① 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業 

② 公益性を欠く事業 

③ すでに高知市の制度等で補助金等の助成を受けている事業 

④ 過去５年以内に当該助成金を受けた事業（令和３年度～令和７年度助成事業） 

⑤ その他、助成することが適当でないと認められる事業 

※ よさこい祭り参加は対象外の事業となりますのでご了承ください。 
（当協議会が企業の協賛を受けながら「市民憲章よさこい踊り子隊」を編成しているためです。） 

※ 防災関連につきましては、高知市が実施している補助制度の対象事業は対象外となります。 

 

 

２ 助成の対象となる団体 
 

高知市をさらに住みやすい街にするための活動を行っている団体で、次の４つの条件を満たす団

体とします。 

① 活動拠点が高知市内にあること 

② 構成員が５名以上で、構成員の２分の１以上が高知市民であること 

③ 団体の規約、会則等を定めていること 

④ 適切な会計処理がなされていること 

 ■ 対象としない団体 

① 営利活動を目的とする団体 

② 政治団体及び宗教団体 

③ すでに高知市の制度等で補助金等の助成を受けている団体 
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３ 助成金額 
 

１団体当たり、上限５万円  

※１ 予算枠に限りがあります。  

※２ 飲食費には使用できません。  

 

４ 選考及び発表 
 

高知市民憲章推進協議会助成金審査会において、書類審査による選考・決定の上、申請者全員に

書面で助成可否についてお知らせします。 

 

【審査会構成員】 当協議会の副会長2名、事務局長、部会長２名、副部会長２名 

【お知らせ時期】 令和８年３月中旬予定（選考結果を記した書面を送付） 

 

５ 助成金の交付 
 

令和８年５月上旬に開催する総会で、新年度予算の承認後、助成金の交付が決定します。決定し

た団体には、決定後２週間以内に助成金を交付します。 

なお、申請段階で助成金を振り込む口座を指定します。 

 

６ 助成事業の内容変更 
 

助成金の交付決定を受けた事業については、その内容を変更したり、中止したり、廃止したりす

る場合は、必要な書類を速やかに提出し、高知市民憲章推進協議会の承認を受けなければなりませ

ん。 

ただし、軽微な内容を変更する場合は特に書類を提出する必要はありません。判断が難しい場合

は高知市民憲章推進協議会事務局（地域コミュニティ推進課）までお問い合わせください。 

 

 

７ 実績報告 
 

交付決定を受けた助成事業が完了したときは、事業完了後30日以内に実績報告書を提出してく

ださい。 

 

 
■ 実績報告書と一緒に提出していただくもの 

① 助成の対象となった事業の実績を示す書類（冊子、写真等） 

② 助成の対象となった事業の収支の分かる書類（領収書、レシート等） 

③ その他市民憲章推進協議会の会長が必要と認めるもの 
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過去の助成事業（対象事業ごとによる一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 高知市の美しい自然や環境を守り育てる事業 

実施 
年度 

助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付金額 
(円) 

H26 
中の谷公民館 

道路清掃行事 
中の谷公民館 

11月の横浜地区の一斉清掃にあわせて横浜バス停

より安ヶ谷バス停の間の歩道を清掃する。 

清掃用具、土、花、

苗木の購入 
48,000 

R5 
高ノ森に植樹した桜の

手入れと山道の清掃 

高ノ森の宝の山

を守る会 

高ノ森に植樹した桜の手入れ、山道の清掃を通じて

世代間の交流や地域住民の連携・健康増進を図る。 
ブロワ購入費 50,000 

② 地域の文化、歴史、芸術、又はスポーツの振興を図る事業 

実施 
年度 

助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付金額 
(円) 

H25 
地域の伝統技術を 

学ぼう！！ 
梅ノ辻東町内会 

地域の布団店から、「座布団兼防災ずきん」を

作りながら、綿詰めの技術を学び、現在多く使

用されているスポンジ製との違いを学習し、地

域の交流を図る。 

材料費、チラシ作

成費、傷害保険

料、会場代 

46,676 

R5 

老若男女で世代間交

流を～集中力と脳の

活性化！～ 

CROSS SPORTS高

知 

一宮東地区住民を対象にスポーツスタッキング

の体験会を開催し、老若男女で～集中力と脳の活

性化！～を目的とした地域住民の世代間交流や

健康増進、また、市民憲章運動の促進を図る。 

スポーツスタッキ

ングタイマー、マ

ット、コップセッ

ト（体験用物品）、

参加者募集チラシ 

50,000 

③ 地域の交流や親睦を促進する事業や地域福祉の向上に関する事業 

実施 
年度 

助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付金額 
(円) 

H26 
宝町公民館 

一日レストラン 
宝町町内会 

12月 14日(日)に公民館で「１日レストラン」と

いう食事会を開催。チラシ・ポスターで開催を周

知し、町内会員に無料で食事を提供し、交流の場

とする。 

紙皿等消耗品の購

入、チラシ・ポスタ

ーの作製費、テー

ブルクロスなど装

飾品 

50,000 

H27 
第７回 

「南ヶ丘夏祭り」 
南ヶ丘自治会 

７月25日(土)に住民参加型の夏祭りを開催す

る。地域住民の親睦と世代間交流を兼ね、将来

子どもたちに故郷を思い出してもらうため、祭

りを開催する。 

ヤグラ方式による

会場設営、簡易ト

イレ、発電機、灯

光機、燃料、ゴミ

処理、車両レンタ

ル、保険料等 

50,000 
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④ 子どもの心身の健やかな成長を願う事業 

実施 
年度 

助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付金額 
(円) 

H21 
ふれあい夏まつりコ

スケ 
旭東スポーツクラブ 

平成21年７月19日（日）に「旭東小学校体育

館」にて、旭東地区の小学生を対象としたスポ

ーツイベント（コスケ）を開催 

案内チラシ、道

具類借り上げ料 
50,000 

H25 

弥右衛門地区町内会

ソフトバレーボール

交流大会 講習会

（練習会） 

高知市弥右衛門地

区町内連合会 

平成25年 11月に弥右衛門ふれあいセンター体

育館にてソフトバレーボール交流会を実施。そ

れに向けて、７月から月２回講習会を実施し、

地域住民の健康増進と親睦を図る。 

ボール・空気入

れポンプ等購入

費、傷害保険料 

30,000 

⑤ 市民の健康増進に寄与する事業 

実施 
年度 

助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付金額 
(円) 

H25 
災害時の家庭の 

医薬品服用サポート 

一宮東団地町内

会 

災害時や急病時に必要な情報（持病・かかりつ

け病院・常服薬・緊急連絡先等）を正確に伝え

るキット「救急医療情報キット」を購入、町内

会の各家庭に配布し、安心・安全なまちづくり

及び健康増進を図る。 

救急医療情報キッ

ト購入費 
50,000 

R４ 
輪で笑と和を～楽し

く投げて健康増進～ 

CROSS SPORTS高

知 

一宮東地区の住民を対象に輪投げ大会を開催す

る。輪で笑と和を～楽しく投げて健康増進～を

目的に、地域住民同志の交流を推進する。 

輪投げセット・消

耗品等の購入費、

チラシ製作費 

50,000 

⑥ 安心・安全なまちづくりに関する事業 

実施 
年度 

助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付金額 
(円) 

H26 

防災ずきんを作って

防災意識を高め地域

交流をする 

上本宮町山手防

災会 

10月 21日(火)に公民館で講師を招いて、防災ず

きんの作製を実施。周辺町内会にも呼びかけ住民

の交流を図る。 

チラシ作成費、材

料費、講師謝金、会

場費 

50,000 

R４ 
安全なまちづくりの

ための標識設置 
旭北町町内会 

町内主要道路で過去に人身事故が発生している

ことから、走行する車両に対し「町内徐行」の標

識を設置する。町内外のドライバーの注意喚起を

実施し、住民の安全を守り安心できるまちづくり

を行う。 

看板等購入費 50,000 
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過去５年間の助成事業 

◎ 令和３年度助成 

助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付金額

（円） 

年末餅つき交流大会 桂浜公民館 

 昔は各家庭で餅つきをしていたが、その時に味

わったつきたての餅の美味しさと、餅つきの楽しさ

を味わってもらうとともに、お年寄りから若者への

技術の伝承を図る。 

餅つき道具、消耗

品、くじ引き商品等

の購入費 

50,000 

長宗我部慰霊祭開催 長宗我部顕彰会 

長宗我部一族郎党の武勇と連帯、進取の精神

を顕彰して、栄光の足跡を後世に伝え、かつその

慰霊を行うもの 

幟旗、幟ポール、テ

ント、パラソルヘイト

等の購入費 

50,000 

県営住宅団地内のご

み置場周辺の景観及

び看板設置及び花壇

に花いっぱい事業 

県営住宅潮江団地 

自治会 

団地内のごみ置場の清掃及びごみの出し方等

の啓発看板を設置し美化に努める。また、自治会

全ての住民で花の植付を行い、親睦を深めるとと

もに、通行人に美化を訴える。 

看板製作・取付費、

傷害保険料、花苗プ

ランター・土・花の購

入費、チラシ製作費 

50,000 

第１回 

福井団地文化祭 
福井団地自治会 

 福井団地住民及び子ども会の多様な趣味や文

化活動の発表の場を提供し、作品の制作から発

表、会場設営から運営まで住民の世代間交流を

深める。 

パネル・天幕等のレ

ンタル料、チラシ製

作費、記録写真撮

影費 

50,000 

   ３年度（４団体）計 200,000 
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◎ 令和４年度助成 

助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付金額

（円） 

輪で笑と和を～楽しく投

げて健康増進～ 
CROSS SPORTS高知 

一宮東地区の住民を対象に輪投げ大会を開催

する。輪で笑と和を～楽しく投げて健康増進～

を目的に、地域住民同志の交流を推進する。 

輪投げセット・消耗

品等の購入費、チラ

シ製作費 

50,000 

安全なまちづくりのため

の標識設置 
旭北町町内会 

町内主要道路で過去に人身事故が発生してい

ることから、走行する車両に対し「町内徐行」の

標識を設置する。町内外のドライバーの注意喚

起を実施し、住民の安全を守り安心できるまちづ

くりを行う。 

看板等購入費 

50,000 

野ばらの会 健康体操

および合唱活動 
野ばらの会 

高知市旭地区を中心とした住民を対象に、歌を

通しての地域住民の健康増進や交流を行う。歌

の前に 15～20 分程度の各種健康体操を実施し

た後、歌の講師の指導の下、歌やコーラスの練

習を行う。 

会場使用料・講師謝

金・楽譜代外 

50,000 

交通安全啓発看板の設

置による安全な町づくり 
浦戸西町内会 

当町内は桂浜観光への浦戸湾側の通行路とし

ても県外観光客の車輌も多く、不案内の為に事

故のリスクも多い。町内で、事故が多発している

箇所、又事故の予想される箇所への通行の際

に、安全運転を呼びかけ事故を未然に防止する

看板を設置する。 

看板・取付部品及工

具購入費 

50,000 

集会所裏斜面の樫の木

を伐採し、集会所の安全

を守る 

逢坂平団地町内会 

集会所裏の斜面に高さ 10m ほどの樫の木があ

り、台風次第では、集会所に倒れてくる可能性

が高いので伐採する。また、その周辺の急斜面

の草刈りを行う。 

樫の木伐採・草刈り

費用 

50,000 

一宮上小僧谷公園内樹

木剪定並びに伐採 
ミロク団地町内会 

一宮上小僧谷公園は、災害発災時に住民の避

難場所に指定されているので、特に避難行動要

支援者が安心して避難ができ、安全に過ごせる

ための場所にする。①地震、強風等で倒木のお

それのある樹木の伐採②近所の敷地、屋根等

へ枯枝、枯葉が落ちないように剪定、伐採を行

う。 

樹木の伐採・剪定に

係る費用 

50,000 

   ４年度（６団体）計 300,000 
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助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付決定額 

（円） 

高ノ森に植樹した桜

の手入れと山道の清

掃 

高ノ森の宝の山を

守る会 

高ノ森に植樹した桜の手入れ、山道の清掃を通じて世

代間の交流や地域住民の連携・健康増進を図る。 
ブロワ購入費 50,000 

老若男女で世代間

交流を～集中力と脳

の活性化！～ 

CROSS SPORTS

高知 

一宮東地区住民を対象にスポーツスタッキングの体験会

を開催し、老若男女で～集中力と脳の活性化！～を目

的とした地域住民の世代間交流や健康増進、また、市民

憲章運動の促進を図る。 

スポーツスタッキン

グタイマー、マッ

ト、コップセット（体

験用物品）、参加

者募集チラシ 

50,000 

年末餅つき大会 横内団地町内会 

団地内の老人クラブや子供会との交流、親睦を促進する

ため、年末に餅つき大会を開催するもの。前回の餅つき

大会は、コロナの感染拡大により中止となり、今回はぜ

ひ開催してほしいとの声が多くあった。 

餅つき機レンタル

料、材料費、保険

料、チラシ作製

費、ガス代金 

50,000 

お月見会の開催 桂浜公民館 

昭和 50 年代初頭まで桂浜は、お月見で浜一杯の人出

で賑わっていた。この伝統を地域から再興させ、同時に

地域住民が桂浜に集い、親睦を図る。 

縁台・ランタン・ブ

ルーシート・消耗

品・くじ引き商品の

購入費、チラシ製

作費 

50,000 

児童との餅付き交流 
東久万一ツ橋子供

会 

児童との餅つき大会を開催し、地域住民との世代間交

流、健康増進に努める。また、家庭科室で市民憲章の説

明を行い、市民憲章運動の推進を図る。 

餅付き機・蒸し器

具等購入費 
50,000 

城見 de ハロウィン

2023（ハロウィン＆縁

日） 

城見ヶ丘自治会 

子どもたちが、団地内の家々を訪ねてあいさつをするこ

とで、地域の人々が交流し、子どもたちの成長を見守り、

お互いの顔を覚えて何かあればいつでも助け合える安

心・安全な団地にする。 

チラシ印刷等のイ

ンク代・紙代、縁日

の道具代、ハロウ

ィン飾り代、記念写

真代 

50,000 

望海ヶ丘地区会 12

月一斉清掃 
望海ヶ丘地区会 

高知市民憲章の「たがいに親切にし、あたたかい社会を

作りましょう。」の条文にのっとり、一斉清掃を通して、清

潔で安全であたたかい街作りを協力していく。 

傷害保険、スコッ

プ、草刈機替刃、

燃料費、軽トラ、草

刈機レンタル料 

50,000 

みその祭り 三園町町内会 

高知市民憲章の「健康で働き、豊かなまちにしましょう」

の条文に則り、地域住民の健康増進や世代間交流に努

め、市民憲章の推進を図る。 

傷害保険、2 トント

ラックのレンタル料 

、景品購入代 

50,000 

鴨部川の環境調査 
鴨部分譲住宅町

内会 

「鏡川を清潔なまちのシンボルにしよう」の条文に則り、

鏡川に流入する神田川の支流である鴨部川をゴミが流

れる川から多様な生き物が生息し、人々がなごめる川に

変容させるため、まず鴨部川の環境調査を実施する。 

チラシ作成費、傷

害保険料、報告用

通信作成費用 

50,000 

   ５年度（９団体）計 450,000 

◎ 令和５年度助成 
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助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付決定額 

（円） 

パラリンピック種目で

健康増進！～笑顔

で楽しみ、地域をつ

なぐ～ 

一 般 社 団 法 人 

CROSS  SPORTS

高知 

一宮東地区の住民を対象にパラ種目であるボッチャ

の体験会を開催し、多世代の地域住民の健康増進

や交流、また市民憲章運動の推進を図る。 

ボッチャセットの購入 50,000 

西畑の民話の人形

劇、20年ぶりの復活 

次世代の育成の居

場所の提供 

西畑夏祭り 

実行委員会 

人形の製作、創作人形劇の練習で地元愛を育み、

伝統文化の継承や世代間の交流、また、市民憲章

運動の推進を図る。 

人形の材料費踊りの講

師料 
50,000 

宇津野地域交流餅

つき大会 
宇津野自治会 

宇津野自治会の住民を主対象に懇親餅つき大会を

実施し、地域のみんなと交流を通じて 子供、大人、

高齢者が健康で豊かなまちづくりを行う。 

餅付き機材レンタル費、

材料費、保険費、燃料費 
41,000 

手芸・裁縫教室 桂浜公民館 

手芸・裁縫教室を開きコロナ禍で外出を控えていた

高齢者等を呼び込み共同作業を行う。 

着物を解き、バック・エプロン・座布団等にリメイクす

る。 

ミシン及び裁縫用品（ハ

サミ・カッティングマット・

パッチワーク定規・布芯・

糸・はぎれ等） 

50,000 

第21回 一ツ橋まつ

り 

一ツ橋まつり 

実行委員会 

地域、学校、PTA の三者が協力しあい今まで 20 年

間夏まつりを実施してきました。若者も巻き込んで、

お互いに親切にして暖かい地域を作り、みんなで一

ツ橋校区を発展させ、盛り上げていきます。 

抽選会の用具やプログ

ラム印刷費、謝礼金等 
50,000 

南光台町内会主催

「お餅つき大会」 

横内南光台 

町内会 

地区集会所を活用して「お餅つき大会」を実施する。

子どもと高齢者や大人が協力しながら一緒に餅をつ

き、会食等を通じて多世代のコミュニケーションや住

民交流を深め、高知市民憲章運動の促進を図る事

につなげる。 

石臼餅つき器具レンタル

料、材料費、消耗品費 
50,000 

夏休み子ども塾 旭北町町内会 

旭北町の子ども達を対象に講師や大学生を招き、英

会話・手話・運動遊び・夏休みの宿題など日替りで行

い、地域の子ども達の健やかな成長を願う。また、市

民憲章運動の推進を図る。 

参加者募集のチラシ、講

師謝金、折りたたみ机 
50,000 

   ６年度（７団体）計 341,000 

◎ 令和６年度助成 
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助成対象事業名 実施団体 事業概要 助成金の使途 
交付決定額

(円) 

夏の交流会 桂浜町内会 

平成 20年より、住民の親睦を目的に続けていた「夏の交

流会」がコロナ禍で中断（令和２年から令和６年）していた

ものを、復活させるもの。 

バーベキュー用道

具、小テント、消耗

品、チラシコピー、く

じ引き景品 

50,000 

観月坂自治会主催 

お月見会 
観月坂自治会 

住民が協力して行事作り上げる中で地域の良さを知り、

相互の融和、また、交流市民憲章運動の推進を図る。 

レンタル代（綿菓子

機、抽選器、長机） 
50,000 

いつでも、どこでも、 

誰とでも  

一緒に 

Enjoy Together 

～卓球バレー～ 

一般社団法人 

CROSS SPORTS

高知 

今までも一宮東地区の住民の交流と健康増進をめざしス

ポレクを中心に活動を行ってきた。今回はさらに地域の

多世代の交流を図るため、誰でも簡単にできるユニバー

サルスポーツ（卓球バレー）を行い地域のかかわりを密に

していく。 

卓球バレーボール

購入費用 
50,000 

秦南町２丁目町内会

夏祭り 

秦南町２丁目町

内会 

地域住民の親睦を深め、世代間交流から住み良い暖か

な地域を目指し発展を図る。 

花火、抽選備品、消

耗品他 
47,000 

浦戸西祭 浦戸西町内会 

高齢化と少子化と南海トラフ被害リスクの影響で地域人

口は加速度的に減少している中でも助け合い日々を送

っている。地域を元気付け又、親睦を目的としたイベント

を開催する。 

イベント開催の保険

料や会場設営のた

めの簡易テントの購

入費 

50,000 

冬のブルーサンタ 

2025 in 本宮川 

～ホタルの川を未来に

つなごう～ 

ふる里の川  

本宮川を取りも

どす会 

地域の宝であるホタル飛ぶ本宮川の身近な自然環境を

守り未来につなぐ為の第一歩として、みんなで楽しみな

がら川のごみ拾いすることで、地域の環境美意識の向上

と世代間交流により地域の絆を育むことを目的とする。

（2025年で６年連続の開催） 

クリーニング費用、タ

オル・手袋購入費

用、チラシ作成費用 

50,000 

   ７年度（６団体）計 297,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 令和７年度助成 
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- 12 - 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

令和８年１月○日 

 

 

高知市民憲章推進協議会会長  様 

 

所在地  高知市○○町△△番□□号 

申請者  名 称  ○○地区町内会 

代表者（職・氏名） 会長 高 知 憲 章   

 

 

高知市民憲章推進協議会助成金交付申請書 

 

 

高知市民憲章推進協議会助成金の交付を受けたいので，高知市民憲章推進協議会助成金交付要綱第

５条の規定により，関係書類を添えて下記のとおり交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金交付申請額      金 ０２０，０００ 円（上限５万円。ただし，千円未満は

切り捨てること。）  

 

２ 事業完了予定年月日        令和○年○月○日 

 

３ 添付書類 

⑴ 高知市民憲章助成金事業計画書兼収支予算書（様式第１号－１）  

⑵ 団体の規約，会則等 

 

忘れずに添付して
ください。 

※その他、例年実施している事業等で、以前のチラシやパンフレット、事業の様子の写真などが

ありましたら、参考資料として添付してください。 
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様式第１号－１（第５条関係） 

高知市民憲章推進協議会助成金事業計画書兼収支予算書 

申 請 団 体 名 ○○地区町内会 

代 表 者
（ふりがな）

 高知
こ う ち

 憲章
けんしょう

 

連絡先 
高知市○○町○○－○○ 

電話 ○○○－○○○○ 

助 成 金 交 付 

申 請 事 業 名 
 ○○地区 朝のラジオ体操 

事 業 の 目 的 

※市民憲章のどの助成対象事業の活動かも記載してください。 

高知市民憲章の「健康で働き、豊かなまちにしましょう。」の条文にのっとり、 

地域住民の健康増進や世代間交流、また、市民憲章運動の推進を図る。 

 

助成対象事業「⑤ 市民の健康増進に寄与する事業」に該当  

 

 

 

事 業 の 概 要 

○○地区住民を対象に朝のラジオ体操を開催する。 

日 時  令和〇年○月○日（○曜日）～令和○年△月△日（△曜日） 

毎週 月・水・金 ○時 

場 所  ○○地区○○公園（雨天時は中止） 

対象者  ○○地区の全ての住民 

○時から15分ほどラジオ体操を実施し、市民憲章の唱和を行う。 

助 成 金 の 使 途 

※飲食費には使用できません。 

・ 参加者募集のチラシ（地区の住民に配布）500枚の作製費 

・ 傷害保険料、・ラジオ体操CD購入費、・出席カード作製費 

 

事業収支予算書 

収 入 支 出 

費  目 金 額 費  目 数量 単価 金 額 

 

助成金 

 

 

円 

20,000 

 

 

チラシ制作費 

傷害保険料 

CD購入費 

出席カード作製費 

 

500 

１ 

１ 

500 

 

円 

12 

6,000 

3,000 

10 

円 

6,000 

6,000 

3,000 

5,000 

計 ０20,000 計   ０20,000 

交付が決定された場

合の助成金の振込先 

1○○1 銀行  本店 

普通 

口座番号  ○○○○○○○    

    ○○地区町内会 会長 

口座名義人
（ふりがな）

  高知
こ う ち

 憲章
けんしょう

      信用金庫 1○○1 支店 

事 務 局 使 用 欄 ※ここには記入しないでください。 

「事業の目的」には、２ページの「助成対象事業」のうち、
どの事業に該当するのかについても記載してください。 

※事業全体の収

支（助成金以外の

収支含む）をご記

入ください。 
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様式第５号（第９条関係） 

 

令和 ○年 ○月 ○日 

 

高知市民憲章推進協議会会長  様 

 

所在地  高知市○○町△△番□□号 

申請者  名 称  ○○地区町内会 

代表者（職・氏名） 会長 高 知 憲 章   

 

 

高知市民憲章推進協議会助成事業実績報告書 

 

 

令和８年〇月○日付で交付決定を受けた高知市民憲章推進協議会助成金について，助成事業が完了

したので，高知市民憲章推進協議会助成金交付要綱第９条の規定により，下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 助成金交付決定事業名   ○○地区 朝のラジオ体操 

 

２ 助成金交付済金額     金 ２０，０００ 円 

 

３ 事業終了年月日      令和８年10月20日 

 

４ 事業の内容及び成果（事業の概要の分かる写真や冊子を添付してください。） 

 

５ 事業収支決算書（領収書やレシートを裏面もしくは別紙に添付してください。） 
 

 収 入 支 出  

 費  目 金 額 費  目 数量 単価 金 額  

  

助成金 

 

 

円 

20,000 

 

 

チラシ制作費 

傷害保険料 

CD購入費 

出席カード作製費 

 

500 

１ 

１ 

500 

 

12 

6,000 

3,000 

10 

円 

6,000 

6,000 

3,000 

5,000 

 

 計 ０20,000 計   20,000  

 

 
事務局使用欄 

※ここには記入しないでください。 

 

 

 

支払い完了日（事業終了日）を
10月20日とした例です。 

事業終了後、30日以内に提出 
してください。 
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 高知市民憲章推進協議会助成金交付要綱  
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高知市民憲章推進協議会助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 高知市民憲章推進協議会助成金（以下「助成金」という。）は，市民の自治と自律のさだ

めとして制定された高知市民憲章（以下「市民憲章」という。）を自発的に実践する活動に対し，

必要な経費の一部を助成することにより，市民憲章運動の一層の推進を図り，市民主体の住み

よい高知市の実現に寄与することを目的とする。 

 

（助成対象事業） 

第２条 助成の対象となる事業は，市民憲章の精神にのっとった次の各事業とし，当該年度内に

事業が完了するものであること。 

⑴ 高知市の美しい自然や環境を守り育てる事業 

⑵ 地域の文化，歴史，芸術，又はスポーツの振興を図る事業 

⑶ 地域の交流や親睦を促進する事業や地域福祉の向上に関する事業 

⑷ 子どもの心身の健やかな成長を願う事業 

⑸ 市民の健康増進に寄与する事業 

⑹ 安心・安全なまちづくりに関する事業 

⑺ その他市民憲章運動の推進に寄与すると認められる事業 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，助成の対象とはならない。 

⑴ 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業 

⑵ 公益性を欠く事業 

⑶ すでに高知市の制度等で補助金等の助成を受けている事業 

⑷ 過去５年以内に当該助成金を受けた事業 

⑸ その他，助成することが適当でないと認められる事業 

 

（助成対象者） 

第３条 この助成金の対象となる者は，第２条第１項で定められた事業を行い，かつ，次のいず

れにも該当する市民活動団体とする。ただし，営利活動を目的とする団体，政治団体及び宗教

団体，また，すでに高知市の制度等で補助金等の助成を受けている団体は対象から除く。 

⑴ 活動拠点が高知市内にあること。 

⑵ 構成員が５名以上で，かつ構成員の２分の１以上が高知市民であること。 

⑶ 団体の規約，会則等を定めていること。 

⑷ 適切な会計処理がなされていること。 

 

（助成金の額等） 

第４条 助成金は高知市民憲章推進協議会の予算の範囲内において交付する。助成金額は，１団

体あたり上限５万円とする。 

 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，高知市民憲章推進協議

会助成金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に必要書類を添えて，別に定める期

日までに高知市民憲章推進協議会会長（以下「会長」という。）に提出しなければならない。 
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（審査会） 

第６条 第５条の規定により提出された申請書の内容を審査するため，高知市民憲章推進協議会

助成金審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は，副会長，事務局長，部会長，及び副部会長で構成する。 

 

（助成金の交付決定） 

第７条 会長は，審査会より報告を受け，助成の有無及び助成金額を決定し，高知市民憲章推進

協議会助成金交付決定通知書（様式第２号）により，申請者に通知する。また，助成金の交付

が決定した申請者には，あらかじめ申請者が指定した口座へ助成金を振り込むものとする。 

 

（助成事業の内容変更） 

第８条 申請者は，助成金の交付決定を受けた事業について，その内容を変更，中止，もしくは

廃止する場合は，高知市民憲章推進協議会助成事業等変更承認申請書（様式第３号）を速やか

に会長に提出し，高知市民憲章推進協議会助成事業変更等承認通知書（様式第４号）により承

認を受けなければならない。ただし，軽微な内容変更についてはこの限りではない。 

 

（実績報告） 

第９条 申請者は，当該助成事業が完了したときは，高知市民憲章推進協議会助成事業実績報告

書（様式第５号）に次の各号に掲げる書類等を添えて，事業完了後30日以内に会長に提出しな

ければならない。 

⑴ 助成の対象となった事業の実績を示す書類（冊子，写真等） 

⑵ 助成の対象となった事業の収支の分かる書類（領収書，レシート等） 

⑶ その他，会長が必要と認めるもの 

 

（助成金の取消し，返還） 

第 10 条 申請者が，次の各号のいずれかに該当したときは，助成金の一部もしくは全部の返還を

命ずることができるものとする。 

⑴ 偽りの申請により助成金の交付を受けたとき。 

⑵ 当該年度内の事業の遂行が不能となったとき。 

⑶ 助成金を当該申請事業以外の目的に流用したとき。 

⑷ 実績報告が交付決定金額を下回ったとき。ただし，差額が千円未満の場合は，この限りではな

い。 

⑸ その他，会長が不適当と認めたとき。 

 

（その他） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項については，別に会長が定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成21年４月23日から施行する。 

この要綱は，平成26年５月９日改正，同日施行する。 

この要綱は，令和４年５月12日改正，同日施行する



 

 

 

 

高知市民憲章推進協議会事務局 
 

（高知市 市民協働部 地域コミュニティ推進課内） 
 

〒780-8571  

高知市鷹匠町２丁目１番43号 高知市役所たかじょう庁舎２階 

Tel：088-823-9080 ／ Fax：088-824-9794 


